
       現    場    説    明    書

   工         事         名 山田中岩田線道路改良工事

   工     事     場     所 光市　大字岩田　地内

   工   期　  完成の時期 　  令　和 3 年 2 月 26  日

   入   札   保   証   金 免除

   契   約   保   証   金 契約金額の１００分の１０以上

   契約保証の提出期限 契約予定通知日の契約予定日まで

   前         払         金 光市工事請負規則第２５条による

   部     分     払     い あり(1回)

   調査基準価格の設定 あり

   適  用  す  る  制  度

   そ         の         他 土木系工事

   特  記  事  項

　　別紙のとおり

5） 県道及び市道道路占用申請等、業務に必要な手続きを行うこと。

低入札価格調査制度

　受注者は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に、万全の対策を心がけていただくようお
願いします。
　なお、「新型コロナウイルス感染症に係る今後の工事及び業務の対応について」の詳細は、入札監
理課HP（お知らせ）に掲載しておりますので、ご確認ください。
　https://www.city.hikari.lg.jp/jigyosha/nyusatsu/news/index.html



           特　  記  　仕  　様  　書

　工 事 名 山田中岩田線道路改良工事

　工事場所　 光市　大字岩田　地内

〔特 記 事 項〕

共 通 事 項 ①工事施工にあたり設計図書等に疑義が生じた場合は、直ちに監督職員に報告すると

　　ともに、工事打合簿等必要書類を作成し提出すること。また、創意工夫をもって施工

　　にあたること。

②工事看板の表示については、一般の人に理解しやすい表示とすること。

③工事着手にあたっては、地元自治会及び関係者へ工事を周知し、着手すること。

工 程 関 係 ①施工計画書を提出し施工すること。

　週間工程表を作成し、工事の進捗並びに施工予定を提出すること。

残土・産廃関係 ①処理施設、処理方法、運搬方法等は受注者の任意とするが、産業廃棄物の種類・

　　取り扱いについては山口県環境生活部の取扱いに準ずること。

②Co殻は、再生資源化施設に搬入とすることとしています。産業廃棄物については

　　マニフェストを提出してください。

③産廃については、出来高数量により変更を行うので、処分後、早期に報告すること。

④工事着工前及び完了後には以下の書類を提出すること。

　・　建設廃棄物処理計画書

　・　再資源化施設に搬出する場合：再生資源利用促進計画書

　・　運搬及び処理を委託した場合 ：建設廃棄物処理委託契約書の写し

　・　運搬及び処理を委託した場合 ：産業廃棄物管理票(建設系廃棄物ﾏﾆｭﾌｪｽﾄ)

　　　の写し

そ の 他 ①その他、不明な点については、監督職員と協議を行うこと。

②交通規制について　交通規制による地元住民への影響が最小化するよう、調整等

　を行うこと。施工期間中は片側交互通行を想定しており、交通誘導員及びスムース

　くん同等品を計上している。

　スムースくん同等品の積算については、標準型との差額(基本料金・日当たり賃料)を

　共通仮設費の安全費に積上げ計上している。

③ＦＴフリューム９００×９００×７５０階段落差工タイプについては１ｍ当たりの金額に

　換算し使用している。   

④ＲＣボックスカルバート９００×９００×１５００ 、９００×９００×８００の斜切加工補正は

　建設物価による。標準長を２ｍとし、製品長はそれぞれ１．５ｍ、０．８ｍとする。



入札条件及び指示事項

入札条件 １ 入札の執行 

落札者を決定するに当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００

分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札書を提

出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積った契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書

に記載すること。 

２ 契約保証金 

  落札者は、現場説明書において契約保証金を「契約金額の１００分の１０以

上」とした場合は、契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付するこ

と。ただし、国債（利付国債に限る。）の提供又は金融機関、若しくは公共工事

の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規

定する保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 

また、債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証又は債務の不履

行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約を締結した場合は、契約保証

金を免除する。 

３ 配置技術者 

  契約後の主任技術者又は監理技術者の変更は、「監理技術者制度運用マニュア

ルについて（平成１６年３月１日国総建第３１５号）」における「２－２監理技

術者等の設置」の「（４）監理技術者の途中交代」に記載された事由による場合

のみとする。 
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指示事項 １ 施工管理基準等 

受注者は、土木工事の施工に当たっては、入札の公告日又は通知日における最

新の「山口県土木工事共通仕様書」及び「山口県土木工事施工管理基準」による

こと。   

なお、港湾工事及び港湾海岸工事（工事名に「○○港」と付いている工事）の

施工に当たっては、入札の公告日又は通知日における最新の「山口県土木工事共

通仕様書（港湾編）」及び「山口県土木工事施工管理基準（港湾編）」によるこ

と。           

これらの共通仕様書、施工管理基準は、県技術管理課ＨＰを参照のこと。 

（http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18000/index/ ）   

２ 工事の仕様 

  当該工事の施工条件並びに仕様及び特記事項は、施工条件書並びに設計書及び

特記仕様書のとおりとする。   

３ 法令の遵守 

(１) 受注者は、工事の施工に当たっては、関係法規を遵守し、常に適切な管理

を行うものとする。   

 (２) 受注者は、工事の施工に当たって、土砂等を運搬するときは、道路交通法

(過積載の防止等)、貨物自動車運送事業法(委託運送時の許可業者の使用等)等

の関係法令を遵守すること。 

また、車両制限令第３条における一般的制限値を超える車両を通行させると

きは、事前に道路法第４７条の２に基づく通行許可証の写しを監督職員に提出

すること。 

 (３) 受注者は、工事に使用する工事車両について、道路運送車両法（昭和２６

年法律第１８５号）第４８条の規定による定期点検整備を確実に実施するこ

と。 

４ 産業廃棄物 

施工条件書、設計書、特記仕様書等で産業廃棄物の最終処分が指定されている

場合は、産業廃棄物税として処分量１トン当たり１,０００ 円を見込むこと。ま

た、処分方法の変更等により、課税対象とならなくなった場合は、当該金額を減

じた額で変更契約する。   

５ 下請予定及び施工体制台帳等 

受注者は、下請けの有無や下請金額にかかわらず、全て「下請予定表」を工事

着手前までに提出することとし、下請契約を締結した場合は「施工体制台帳の写

し」及び「施工体系図の写し」を下請工事の着手前までに提出すること。なお、

施工体制に変更が生じた場合は、その都度提出すること。 

詳細は、「適正な下請契約及び施工体制確保について」による。 

 （http://www.city.hikari.lg.jp/nyusatsu/documents/tekiseinasitauke.pdf ）

を参照のこと。 

６ 市内産資材の活用 

  受注者は、施工する工事に要する資材の調達に当たり、市内産資材の購入及び

市内取扱業者からの購入に努め、使用材料については、「工事材料使用承諾願」に

より承諾を得ること。   

７ 市内業者の下請活用 

受注者は、本工事の施工において、やむを得ず工事の一部を下請負に付す場合

は、市内建設業者の活用に努めること。 
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指示事項 ８ 下請及び資材の利用状況報告

 受注者は、工事請負代金が３，０００万円以上の工事については、完成検査終

了後２週間以内に「下請工事発注・資材利用状況報告書」を提出すること。 

９ 排出ガス対策

  受注者は、工事の施工に当たっては、国土交通省により排出ガス対策型建設機

械として指定された建設機械の中から、施工条件書又は特記仕様書において、特

に指定がある場合は、指定した基準の排出ガス対策型建設機械を使用すること。

これによりがたい場合、受注者は、使用する建設機械（機械の名称、メーカー

名、形式、指定番号等）について監督職員と協議し、承諾を得ること。 

※排出ガス対策型建設機械の指定状況については国土交通省ＨＰを参照のこと。 

(http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_fr_000002.htm) 

10 建設リサイクル 

 (１) 当該工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（以下

「法」という。）の対象工事である場合は、次の各号によらなければならいな

い。   

ア 工事契約日前までに、監督職員へ説明書により説明を行うこと。 

イ 法第１３条及び省令第４条の規定する書類を監督職員に提出すること。 

ウ 契約書に記載する解体工事に要する費用等は、受注者から提出される法第

１３条及び省令第４条に基づく書面に基づき作成される。   

エ 法第１３条及び省令第４条に基づく書面の作成方法は以下のとおりとす 

る。 

(ア) 解体工事に要する費用及び再資源化に要する費用は直接工事費とする。

(イ) 再資源化に要する費用は、再資源化施設への搬入費に運搬費を加えた

ものとする。   

オ 再資源化に要する費用の変更は、数量増減のみの変更とし、再資源化に要

する単価は正当な理由がある場合を除いて原則変更しない。 

 (２) 受注者は、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成１４年５月国土交通

省）、「建設廃棄物処理指針」（平成２３年３月環境省）に基づき、「再生資源利

用計画書」及び｢再生資源利用促進計画書」を作成し、施工計画書の「再生資

源の利用の促進」に関する事項として監督職員に提出すること。また、工事完

了後は、｢再生資源利用実施書｣及び｢再生資源利用促進実施書｣を作成し、監督

職員に提出すること。 

再生資源利用〔促進〕計画書及び実施書は、原則として建設副産物情報交換

システム（COBRIS）により作成することとし、工事完了後に工事登録証明書を

提出すること。 

なお、COBRIS により作成できない場合は、県技術管理課ＨＰに掲載の｢再生

資源利用〔促進〕計画書・実施書｣により作成することとし、工事完了後に｢再

生資源利用〔促進〕実施書｣の EXCEL データを提出すること。 

※建設副産物情報交換システムを参照のこと。 

(http://www.recycle.jacic.or.jp/ ) 

11 中間検査  

原則として、請負対象設計額３,０００万円以上の工事については１回、１億

円以上の工事については２回、中間検査を実施すること。また、当該工事が低入

札価格調査対象工事となった場合は、中間検査を１回以上実施すること。なお、

検査実施時期等については別途指示する。   
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指示事項 12 コリンズの登録 

 受注者は、工事請負代金額５００万円以上の工事について、コリンズ（工事実

績情報システム）（（一財）日本建設情報総合センター（以下、「JACIC」とい

う。）)に基づき、「通知書」を作成し、監督職員の確認を受けた後に、JACIC へ登

録するとともに、JACIC 発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出すること。 

なお、提出の期限は以下のとおりとする。   

(１) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後、休日等を除き１０日以内と

する。    

(２) 完了時登録データの提出期限は、工事完成後、休日等を除き１０日以内と

する。    

(３) 施工中に、受注時登録データのうち、工期、現場代理人、主任技術者、監

理技術者のいずれかに変更があった場合は変更があった日から、休日等を除き

１０日以内に変更データを提出すること。 

13 各種調査への協力 

 (１) 施工合理化調査等 

受注者は、国土交通省が実施する施工合理化調査（施工合理化調査、施工形

態動向調査、施工状況モニタリング調査、諸経費動向調査、施工情報調査）の

対象工事となった場合は、別に定める各調査の実施要領により調査表を作成し

提出する等、必要な協力を行うこと。   

(２) 建設副産物実態調査への協力について   

受注者は、国土交通省が実施する建設副産物実態調査対象工事となった場合

は、調査表の提出等、必要な協力を行うこと。   

14 暴力団等の排除 

 (１) 暴力団等 (暴力団、暴力団関係企業など不当介入を行うすべての者をい

う。) から不当介入（不当要求及び工事妨害をいう。)を受けた場合は、その旨

を直ちに発注者に報告し、所轄の警察署に届け出ること。   

なお、報告を怠り、後で判明した場合は、「光市建設工事等の契約に係る指名

停止等措置要綱」別表の措置基準「不正又は不誠実な行為」に該当するものと

して、指名停止措置を検討する。   

(２) 暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者

に報告し、被害届を速やかに所轄の警察署に提出すること。   

(３) 発注者及び所轄警察署と協力し不当介入の排除対策を講じること。    

(４) 不当介入により工期の延長が生じると認められる場合は、規則の規定によ

り発注者に工期延長等の請求を行うこと。 

15 標示板の設置等 

工事現場に設置する｢標示板」については、｢道路工事現場における標示施設等

の設置基準の一部改正について」、｢道路工事現場における工事情報看板及び工事

説明看板の設置について」及び「工事現場における大型の標示板について」によ

ること。これらについては、県技術管理課ＨＰ内の入札・契約に係る要綱等を参

照のこと。 

なお、記載内容、設置位置等については、監督職員と事前に協議すること。 

  （http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18000/nyukei/nyukei_youkou.html ） 

16 電子納品   

県技術管理課ＨＰ掲載の｢土木工事の電子納品実施要領」に基づき、電子納品を

行うこと。ただし、監督職員の承諾を得た場合は電子納品を実施しないことがで

きる。   （http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18000/cals_ec/ ） 



様式３－１ №１

項目 明示事項

他工事名　（    )

発注者　　（    )

他工事内容　（    )

有 無 影響箇所　（    )

影響期間、時間（    )

影響内容　（    )

備考　（    )

２．施工時期、施工時間、施工方法等の制限 制限される施工内容 （    )

施工箇所　（    )

有 無 施工時期、時間　（    )

施工方法　（    )

備考　（    )

３．関係機関との協議が未成立のもの 関係機関等　（    )

制約を受ける内容　（    )

有 無 協議内容　（    )

成立見込み時期　（    )

備考　（    )

４．関係機関との協議により付された条件 関係機関等　（    )

影響項目　（    )

影響範囲　（    )

影響内容　（    )

影響期間、時間　（    )

備考　（    )

５．工事着手までの余裕工期 余裕期間　（    )

備考　（    )

項目　（    )

管理者　（    )

有 無 調査期間　（    )

移設期間　（    )

備考　（    )

７．設計工程上見込んでいる作業不能日数 工種　（　　　　　　　全工種    )

有 無 見込み日数　（　　　8/8～8/16    )

備考　（　　　　　　　お盆による工事抑制期間    )

８．現場条件による工法の制限 対象工種　（    )

影響範囲　（    )

有 無 影響内容　（    )

影響期間、時間　（    )

備考　（    )

９．現場施工着手までの工事一時中止期間 中止箇所　（    )

中止期間　（    )

有 無 中止内容　（    )

再開予定時期　（    )

備考　（    )

10．その他

有 無

施　　工　　条　　件　　書
条   件   等

工

程

関

係

１．関連する別途発注工事による施工時期、全
体工期への影響

有 無

（現場条件の変更に伴う、条件の変更について
は、別途協議することとする。）

有 無

６．地下埋設物及び埋蔵文化財の事前調査
または移設



様式３－１ №２

項目 明示事項

１．工事用地、補償物件の未処理部分 場所、物件　（    )

範囲　（    )

有 無 処理見込み時期　（    )

影響工種　（    )

備考　（    )

２．工事用地等の使用終了後の復旧条件 場所、範囲　（    )

復旧完了予定日　（    )

復旧条件　（    )

備考　（    )

３．用地借地条件等 場所、範囲　（    )

期間　（    )

有 無 使用条件　（    )

借地条件　（    )

備考　（    )

４．市有地使用指定の場合の条件等 場所、範囲　（    )

期間　（    )

有 無 使用条件　（    )

復旧条件　（    )

備考　（    )

５．その他

１．施工方法の制限 ■ 騒音    ■ 振動    □ 水質    ■ 排出ガス

□ その他     （    )

対象工種　（    )

有 無 施工方法　（    )

施工時期、時間　（    )

制限内容　（    )

備考　（    )

２．水替・流入防止施設 対象工種　（    )

内容　（    )

排水期間、時間　（    )

備考　（    )

対象工種　（    )

内容　（    )

期間　（    )

備考　（    )

４．事業損失関係の事前・事後調査 □ 騒音    □ 振動    □ 地盤沈下    □ 地下水

□ 電波障害     □ その他（    )

調査時期   （    )

調査範囲   （    )

調査方法   （    )

備考　（    )

施　　工　　条　　件　　書
条   件   等

無有

有 無

無有

３．濁水、湧水、油漏れ等の処理（特別な対策
を要するもの）

無有

（市が市有地の使用を指定した場合、占用料は
免除とする。）

公

害

対

策

関

係

用

地

関

係

無有

５．その他

有 無



様式３－１ №３

項目 明示事項

１．交通安全施設等の指定 交通安全施設　（    )

内容   （    )

期間   （    )

備考　（    )

□鉄道　□ガス　□電気　□電話　□上水道　□下水道

□その他　（    )

有 無 工法制限　（     )

時間制限  （    )

備考　（    )

□落石　□雪崩　□土砂崩壊　□土石流

□その他　（    )

防護施設　（     )

内容  （    )

期間   （    )

備考　（    )

４．交通規制及び交通誘導員の配置 規制範囲　（　工事施工中    )

有 無 期間、時間　（    )

備考　（　片側交互通行    )

５．警戒船の配置 期間、時間　（    )

備考　（    )

６．発破作業制限 防護工制限　（    )

有 無 作業時間制限　（    )

備考　（    )

危険要因　 （    )

有 無 内容   （    )

備考　（    )

８．高所作業における対策 内容　（    )

備考　（    )

９．砂防工事における現場条件 地形・地質特性　（    )

危険要因　（    )

対策内容　（    )

備考　（    )

10．その他

１．搬入路としての一般道路の使用制限 搬入経路　（    )

使用期間・時間帯　（    )

有 無 制限内容　（    )

使用中使用後の処置 （    )

備考　（    )

２．仮設道路の設置条件 一般通行：□有　□無

安全施設内容　（    )

安全施設期間　（    )

有 無 維持補修内容　（    )

維持補修時期、頻度等（    )

工事完了後の処置 ： □存置    □ 撤去    □ その他

備考　（    )

３．工事用道路の共用及び使用制限 工事用道路管理：□本工事　□他工事

他工事名　（    )

有 無 期間　（    )

使用制限　（    )

備考　（    )

４．その他 有 無

施　　工　　条　　件　　書
条   件   等

無有

２．鉄道、ガス、電気、電話、水道等の近接作業

３．危険要因に対する防護施設等

無

７．換気設備（有毒ガス、酸素欠乏対策として特
に必要なもの）

工
事
用
道
路
関
係

安
全
対
策
関
係

有

有

有 無

有 無

有 無

無



様式３－１ №４

項目 明示事項

１．仮設物の転用 仮設物：□引継　□引渡

仮設物　（    )

施工者：□本工事　□他工事（    )

引継、引渡時期　（    )

維持管理等条件　（    )

備考　（    )

２．仮設物の兼用 仮設物　（    )

兼用工事名　（    )

維持管理等条件　（    )

備考　（    )

３．仮設物の構造、施工方法の指定 仮設物　（    )

構造　（    )

施工方法　（    )

備考　（    )

４．仮設備の設計条件の指定 仮設物　（    )

有 無 設計条件　（    )

備考　（    )

５．その他

１．建設機械の指定 名称（    )

機種・規格　（    )

内容　（    )

施　　工　　条　　件　　書
条   件   等

　※本欄で建設機械の機種、規格等を特に指
定しない限り、請負者の任意とする。
（本欄で指定しないもので、別紙内訳書、明細
書及び施工代価表に記載されている建設機械
の機種、規格は積算上参考として記載している
ものである。）

仮
設
備
関
係

建

設

機

械

関

係

無有

無有

無有

無有

無有



様式３－１ №５

項目 明示事項

１．建設発生土 ■ 任意    □ 指定  （場所 ：束荷地区残土処理場    )

■ 処分地内での押土、整地必要

□仮置き　（場所：    )

有 無 □他工事に流用　（工事名：    )

　　　　　　　　　　　（工事場所：    )

搬出条件　（    )

備考　（    )

２．建設搬入土（他工事からの搬入） 工事名　（    )

工事場所　（    )

有 無 搬入条件　（    )

試験費等　（    )

備考　（    )

３．現場内での再利用、減量化 品目  （発生土　    )

有 無 方法  （埋戻土　    )

備考　（    )

４．建設副産物及び建設廃棄物の処理条件

■ コンクリート塊

　ア．処理の目的

　　□ 再生クラッシャーラン    □ その他（　　　      )

　イ．処理施設等

　　■ 再資源化施設　□その他（    )

　　□ 処理方法制限あり    （    )

■ アスファルト・コンクリート塊

　ア．処理の目的

　　■ 再生アスファルト合材    □ その他（　　　    )

　イ．処理施設等

　　■ 再資源化施設　□その他（    )

　  □ 処理方法制限あり   （    )

□ 建設発生木材

　ア．処理の目的

　　□ チップ化    □ その他  （    )

　イ．処理施設等

　　□ 再資源化施設　□その他（    )

　　□ 処理方法制限あり   （    )

□ 汚泥

　ア．処理の目的  （    )

　イ．処理施設等

　　□ 再資源化施設　□その他（    )

　　□ 処理方法制限あり   （    )

□ その他　（名称：    )

　ア．処理の目的  （    )

　イ．処理施設等

　　□ 再資源化施設　□その他（    )

　  □ 処理方法制限あり   （    )

５．産業廃棄物税相当額 課税対象品目  （　　　　　　　    )

備考　（    )

６．その他

施　　工　　条　　件　　書
条   件   等

有 無

無

建

設

副

産

物

関

係

有 無

有

※処分方法の変更等により課税対象とならない
場合は、変更契約により税額分を減額する。

※再資源化等処理施設については処理の目
的に応じた廃棄物処理法の許可を有する施設
とする。

※右記の建設資材廃棄物は、再資源化施設
（固定式または移動式を含む固定式の業の許
可を有する施設）へ搬入する。ただし、移動式
施設での処理を指定する場合はこの限りでは
ない。

建設リサイクル法（法第13条及び省令第4条）に基づく書面
の提出及び再資源化報告書の提出　■有　　□無

再生資源利用計画書・実施書及び再生資源利用促進計画
書・実施書の提出　■有　　□無



様式３－１ №６

項目 明示事項

１．占用支障物件 □ 電気    □ 電話    □ 上水道    □ ガス    □ 下水道

□ その他  （    )

管理者     （    )

位　置      （    )

移設時期  （    )

工事方法  （    )

防護方法  （    )

備考　（    )

２．占用物件と重複工事 □ 電気    □ 電話    □上 水道    □ ガス    □ 下水道

□ その他  （    )

管理者　（    )

有 無 影響期間　（    )

影響範囲　（    )

影響工種　（    )

備考　（    )

３．その他

１．薬液注入 設計条件  （    )

工法区分  （    )

注入材料  （    )

注入量　   （    )

施工範囲  （    )

有 無 注入圧　   （    )

施工方法の指定　（    )

材料管理方法　（    )

施工管理方法　（    )

地下埋設物の防護方法　（    )

備考　（    )

２．周辺環境への影響調査 調査内容　（    )

有 無 調査頻度　（    )

備考　（    )

３．その他

有 無

施　　工　　条　　件　　書
条   件   等

薬
液
注
入
関
係

支

障

物

件

等

無有

無有



様式３－１ №７

項目 明示事項

１．作業時間制限 有 無 作業時間　　 （　　　　  ｈ ～  　　　　 ｈ ）

２．杭の継手 □ 溶接継手 （　　　    )

□ その他    （    )

３．チェックボーリング 本数（内訳書、特記仕様書等参照）

深度（内訳書、特記仕様書等参照）

４．溶接継手の品質管理 □ 試験片による引張、曲げ試験

□ Ｘ線透過試験　

□ 超音波探査試験 

□ その他

５．その他

有 無

１．水文調査 □既存井戸   □湧水池   □ため池   □既存調査孔

□ その他    （　　　　    )

調査範囲 （    )

調査期間 （ 　　　　　　    )

その他 （ 　　　　　　    )

２．コア採取 ロータリー式ボーリングによるオールコア採取

□有　□無

その他　（    )

３．その他

有 無

１．チェックボーリング ロータリー式ボーリングによるオールコア採取

要 不要 □有　□無

その他　（    )

２．その他

有 無

施　工　条　件　書
条   件   等

有 無

ア
ン
カ
ー

工

集
水
井
及
び
集
排
水
ボ
ー

リ
ン
グ
工

場
所
打
杭
工

（
大
口
径
ボ
ー

リ
ン
グ

）

有 無

有 無

有 無

無有



様式３－１ №８

項目 明示事項

１．工事用資機材の保管・仮置き 資機材名　（    )

場所　（    )

有 無 期間   （    )

保管・仮置き方法（    )

備考　（    )

２．現場発生品 品名   （　    )

　□再使用有　□再使用無

有 無 引渡場所　（    )

引渡時期　（    )

備考　（    )

３．支給品 品名   （　    )

　　工事請負規則第１２条事項 　□返納有　□返納無

有 無 引渡場所　（    )

引渡時期　（    )

備考　（    )

４．関係機関・自治体との近接協議に係る条件 関係機関等名称（    )

条件　（    )

有 無 内容　（    )

期間   （    )

備考　（    )

５．架設工法の指定 施工方法  （    )

施工条件  （    )

施工時期　（    )

備考　（    )

６．工事用電力の指定 内容   （    )

有 無 条件　（    )

備考　（    )

７．特許工法等の指定 内容   （    )

有 無 条件　（    )

備考　（    )

８．工事目的物の部分引渡 引渡箇所　（    )

有 無 引渡時期　（    )

備考　（    )

９．工事目的物の部分使用 使用箇所　（    )

有 無 使用時期　（    )

備考　（    )

10．給水の必要 関係機関　（    )

取水箇所  （    )

要 不要 取水方法  （    )

取水時期　（    )

備考　（    )

11．特殊材料の指定 材料　（    )

有 無 対象工種　（    )

備考　（    )

12．工事関係者連絡会議の設置 工事関係者連絡会議：□有　□無

時期、頻度　（    )

13．資材及び機械搬入方法等の制限 資材、機械名（    )

有 無 場所、範囲　（    )

搬入条件　（    )

14．その他

有 無

有 無

そ

の

他

施　工　条　件　書
条   件   等

有 無



               （登録単価）

単価名称
規格１
規格２
摘要

大型積ブロック

エコボックス　1000型　相当品

1500×1000×1000

大型積ブロック

エコボックス　1400型　相当品

1500×1000×1400

大型積ブロック

エコボックス 床版タイプ　1400型　相当品

1500×150×1400

生コンクリート

２４－１２－２０　ＢＢ　Ｗ／Ｃ≦５５％

吸出し防止材

合繊不織布 t=10cm 117N/5cm

ＲＣボックスカルバート

９００×９００×１５００

斜切加工

ＲＣボックスカルバート

９００×９００×８００

斜切加工

横孔加工

ボルト固定用フランジ金物付き加工

差筋加工

Ｄ１３

ＰＣ鋼棒

Ｂ種１号

φ13

５～８ｍ未満

ＰＣ用定着装置

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号用

後付用　φ13用

ボルト接合用金具

高力ボルト

Ｍ１６×７０ｍｍ

ＦＴフリューム

９００×９００×２０００

ＦＴフリューム

９００×９００×１０００

ＦＴフリューム

９００×９００×７５０

階段落差工タイプ

鉄筋コンクリートU形(JISA5372)180

180×180×600

参考質量34kg

鋼製グレーチング（桝蓋・落込）

Ｔ２ ５００×５００用滑止　28.5kg

プレキャストガードレール基礎

B・C種　P=30kN L=18m用 L=2m H=0.48m

適用基準日  ：020701版

物価資料適用月号：令和2年6月

３者見積

建設物価

３者見積

建設物価

建設物価

３者見積

建設物価
0000000223 組

F 0000000301 個

F 0000000303 個

F 0000000201 個

F 0000000202 個

F 0000000212 箇所

F 0000000211

備考

建設物価

建設物価

山口県単価
斜切加工補正は建設物価による

山口県単価
斜切加工補正は建設物価による

建設物価

３者見積

山口県単価

箇所

３者見積

単価設定条件書

F 0000000102 個

F 0000000103 個

単価コード 単位

F 0000000101 個

F 0000000111 ｍ３

TTPC00048 ㎡

特殊
集計
区分

山口県単価

F 0000000411 組

F 0000000302 m

F 0000000221 ｋｇ

F 0000000213 本

F 0000000222 組

F

山口県単価

山口県単価

F 0000000501 個

T0682 本
建設物価



               （登録単価）

単価名称
規格１
規格２
摘要

適用基準日  ：020701版

物価資料適用月号：令和2年6月

備考

単価設定条件書

単価コード 単位
特殊
集計
区分

転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色

2.3×φ42.7×3000

Co建込

処分費

Con殻

10tダンプトラック運搬

処分費

As殻

10tダンプトラック運搬

処分費

土砂処分 L=10.0km
任意処分

SA091

ｍ３

建設物価

L=7.2km
㈱ミツヤマ
単位体積重量　2.35t/m3

L=15.4km
日立建設㈱
単位体積重量　2.35t/m3

SA091

SA091

T1662 m

ｍ３

ｍ３

9

9

9

【特殊集計区分】

記号 共通仮設費 現場管理費 一般管理費等 備考

0または空白 ○ ○ ○ 普通製品

1 ○ ○ ○ ２次製品

2 × ○ ○
3 ○ × ○
4 ○ ○ ×
5 × × ○
6 × ○ ×
7 ○ × ×
8 × × ×
9 処分費等
Ｂ 工場管理費対象外

C 直接人件費
《○：対象とする、×：対象としない》


